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Ⅰ　はじめに
　大韓民国（以下「韓国」という）は、人口約4950
万人の共和制国家である。
　韓国は、グローバルにビジネス活動を行っている
サムスン電子、LGエレクトロニクス、現代自動車、
SKハイニックス等の大企業を擁し、他国に比して
輸出依存度が高いという特徴がある。
　例えば、韓国の半導体産業を例にとると、世界市

場における韓国企業のシェアは第３位であり、メ
モリーだけで見ると第１位である。韓国の半導体産
業は、メモリーを中心に発展し、経済成長と輸出の
大きな部分を占めてきた。韓国の半導体企業は、と
くにDRAM及びNAND型フラッシュメモリーの分
野に強く、2013年には、DRAMは63.1%、NANDフ
ラッシュメモリーは47.2%のシェアを占めた。しかし、
システムLSI分野では、ほとんどを輸入に頼ってい
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るのが現状である２。
　また、韓国は、近年、日本企業に関連して、重大
な技術流出問題が発生したことでも注目されている。
例えば、新日鐵の有する高級鋼板の製造技術が韓国
のポスコに流出したとして訴訟になった事案、東芝
の有するフラッシュメモリー製造技術が韓国のSK
ハイニックスに不正に流出した事案等、憂慮すべき
重大事案が複数発生している。
　このようなさまざまな側面における韓国の重要性
に鑑みると、韓国の知的財産法の制度、実務運用及
び改正動向等について知ることは、非常に重要であ
るといえる。
　そこで、今回は、韓国の知的財産法の概要を紹介
することとしたい。

Ⅱ　知的財産法全般
　韓国の法制度は、日本等と同じく、いわゆる「大
陸法系」に属し、成文法を法体系の中心に置いてい
る。韓国法は、日本法、ドイツ法、スイス法及び米
国法等の影響を受けて形成された。
　 韓 国 の 知 的 財 産 法 制 度（ な お、 韓 国 で は、

「Intellectual Property」の訳語は、「知識財産」に統
一されている）は、主に、知識財産基本法３、特許
法、実用新案法、デザイン保護法、商標法、著作権法、
不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律、半導
体集積回路配置設計法、種子産業法、発明振興法、
産業技術の流出防止及び保護に関する法律、技術移
転及び事業化促進に関する法律、コンテンツ産業発
展法等により構成されている４。また、知的財産権
に関する裁判所の判例も、事実上、重要な役割を果
たしている。
　韓国は、知的財産権に関する多くの国際条約にも
加盟している。例えば、パリ条約、WIPO設立条約、
WTO協定、TRIPS協定、特許協力条約（PCT）、国
際特許分類に関するストラスブール協定、微生物の
寄託の国際承認に関するブタペスト条約、意匠の国
際登録に関するハーグ協定、商標法条約、標章の国
際登録に関するマドリッド協定議定書、標章の登録
のための商品及びサービスの国際分類に関するニー
ス協定、文学的及び美術的著作物の保護に関するベ
ルヌ条約、万国著作権条約、レコード保護条約、植
物新品種の保護に関する国際条約（UPOV条約）等

である。
　知的財産権に関連する韓国の政府機関のうち最も
主要なものである韓国特許庁（KIPO）５ は、産業通
商資源部傘下の行政機関であり、大田広域市に所在
している。主に特許、実用新案、意匠及び商標の出
願の受理・審査・登録等の業務を行っている。
　インターネット上の情報としては、「JETROソウ
ル知的財産チーム」のウェブサイトに、日本語によ
り、韓国の知財法制度や特許・商標の検索方法等に
関するさまざまな情報が掲載されており６、参考に
なる。

Ⅲ　特許
１　出願

韓国特許法は、先願主義を採用している。
出願言語は韓国語であるが、英語で出願するこ

とも可能である（但し、出願日又は優先日から14
か月以内に韓国語の翻訳文を提出しなければなら
ない）。PCT出願では英語又は日本語での出願も
可能である。

韓国に居所又は事業拠点を有しない出願人は、
韓国の現地代理人を選任しなければならない。

出願日又は優先日から18か月経過後に特許出願
内容が公開される７。早期公開の申請をすること
も可能である。

なお、日本の特許庁と韓国の特許庁は、2007年
４月１日から、特許審査ハイウェイプログラムを
実施している。これにより、一定の要件を満たす
日本での特許出願の出願人は、所定の書類及び費
用を韓国特許庁に提出・納付することにより、日
本特許庁の審査結果に基づいて韓国特許庁での優
先審査を受けることができるようになった。また、
2012年７月１日から、PCT国際段階の審査結果物
を利用した特許審査ハイウェイ試行プログラムが
実施され、さらに、2014年１月６日から、韓国特
許庁は、日本特許庁、米国特許庁、及びその他の
多数の国の特許庁との間で、グローバル特許審査
ハイウェイ試行プログラムを実施している。

２　審査

韓国では、特許出願につき、新規性、進歩性及
び産業上利用可能性についての実体審査が行われ


